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産業建設常任委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和３年８月２３日（月） 

午 前  １０時５８分  開 会 

午 前  １１時５４分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  下 山 光 義   副委員長  堀   光 雄 

委  員  舩 見 昌 功   委  員  遠 藤 泰 子 

委  員  澤 口 正 義   委  員  馬 場 騎 一 

議  長  小比類巻 雅 彦   副 議 長  瀬 崎 雅 弘 

 

４．欠席議員   なし 

 

５．傍聴議員   議  員  久保田 隆 二   議  員  小比類巻 孝 幸 

議  員  田 嶋 孝 安   議  員  佐々木 卓 也 

議  員  奥 本 菜保巳   議  員  西 村 盛 男 

 

６．説 明 員   副 市 長                  米 田 光一郎 

総務部長                  山 﨑   徹 

経済部長                  吉 村 聖 毅 

防災管理課長                種 市 俊 之 

水産振興課長                佐 藤 英 一 

水産振興課副参事兼課長補佐         石 井   聡 

 

７．参 考 人   三沢市漁業協同組合参事           山 本   優 

 

８．事務局職員   事務局長  蹴 揚 光 昭   次  長  中野渡 孝 英 

主  査  白 銀 壮太郞   主  査  福 士   史 

 

９．案  件   八戸港沖貨物船座礁事故に係る三沢市への影響について 

 

10．会議概要 

下山委員長：御案内の時間に多少早いのですけれども、皆さんおそろいのようなので始め

させていただきます。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 
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 これより、産業建設常任委員会を開会いたします。 

 本日の案件は、八戸港沖貨物船座礁事故に係る三沢市への影響についてであります。 

 この件は、先般、８月１１日に八戸港の防波堤外側を航行中のパナマ籍の貨物船が座礁

し、その後、船体が切断され、重油が流出していることで、連日のように報道がなされて

おります。 

 今回、三沢市の沿岸にも油等が漂着しており、漁業関係者等に影響を及ぼしていると思

われることから、市当局よりこれまでの経緯と現在の状況等について説明をいただきたい

と思います。 

 また、それと同時に、現場の詳細についても把握し、確認してまいりたいと思いますの

で、地方自治法第１１５条の２第２項の規定に基づき、三沢市漁業協同組合の方を参考人

として招致いたしました。 

 今回は、漁業関係者の現状について、現場の状況や御意見も確認してまいりたいと考え

ておりますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：それでは、参考人として三沢市漁業協同組合から山本参事に入室していただ

きます。 

（参考人入室） 

下山委員長：それでは、まずはじめに、市当局よりこれまでの事故の経緯と現在の状況に

ついて説明を願います。説明は、着席の上お願いします。 

吉村経済部長：それでは、着座で失礼させていただきます。 

 八戸港沖貨物船座礁事故に係る三沢市の影響について、お配りしている資料に沿って説

明させていただきます。 

 はじめに、資料の１ページをお開きください。 

 本資料は、座礁事故翌日の令和３年８月１２日午後に八戸海上保安部が主催し、関係自

治体及び消防、警察、漁協に対して実施した連絡調整会議において配付された資料であり

ます。この内容については、会議に先立ち、８月１２日８時３０分に八戸海上保安部の松

川部長が来庁し、直接三沢市長に対しても説明いただいておりまして、それを受けて、三

沢市では直ちに部長等を招集し、情報を共有するとともに、午前１０時に三沢市災害警戒

対策本部を設置し、対応に当たっているところであります。 

 なお、同日８月１２日は、織笠地区及び塩釜地区に重油の漂着が確認されたことから、

市では当直当番を置き２４時間態勢を取ったほか、お盆期間中となる翌１３日からも、平

日は８時から２１時、休日は８時から１５時まで職員に対応させております。 

 では、資料に沿って概要を説明いたします。 

 当該事故は、令和３年８月１１日午前７時５０分に、ウッドチップを積載した貨物船ク

リムゾン・ポラリス号が八戸港内で座礁したとの通報があり、その後、自力で離礁できた

ものの、航行困難となり錨泊しておりましたが、船体に亀裂が生じたことから、同日中に

海上保安部によって乗員２１名はつり上げ救助されたということであります。その時点で

は、積荷のウッドチップは流出していたものの、油の流出は確認されておりませんでし

た。 
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 ところが、翌日の１２日早朝４時１５分に船体の亀裂部が断裂し、積荷を覆っていた鉄

製のカーゴハッチ、これは２０メーター掛ける１０メーターと、併せて燃料の重油の流出

が始まってしまったものであります。折しも同日は、事故地点から三沢方面に向かう南東

の風が海上では１０メーター以上と強く、カーゴハッチは午前１０時頃にビードルビーチ

の南側の消波ブロック付近に、また、重油も１５時から１６時頃に織笠・塩釜地区周辺の

海岸に漂着したことが確認されております。 

 次に、事故を起こした貨物船クリムゾン・ポラリス号についてでありますが、資料は１

ページの中ほどからになります。 

 船籍はパナマで、総トン数は３万９,９１０トン、積荷はウッドチップ４万４,０３５ト

ンを八戸の製紙工場へ搬送する直前の事故ということであります。船体は、全長１９９.

９メートル、全幅３２.２メートルの船で、燃料としてＣ重油１,５４６トン。資料の２

ページのほうに移ってください。Ａ重油１２９トン、潤滑油約４.３トンを積載してお

り、このうちＣ重油の一部が漏れ出しているとのことであります。 

 以下、資料の２ページ中段から３ページ上段までは、状況を時系列で整理したものであ

ります。そして、３ページ中段から４ページは、海上保安部の対応状況を整理したもので

あります。なお、今回流出したＣ重油につきましては、２０年前においらせ町で発生した

メラティマス号の重油流出の頃の重油と比べると、揮発性が高く硫黄成分が少ないものと

なっているというようなことで、従来のものに比べると波打ち際でタール状になりにくい

ものであると海上災害防止センターから説明を受けております。 

 次に、資料の５ページを御覧ください。重油流出のあった８月１２日１７時頃の細谷、

織笠、天ヶ森の海岸の状況写真であります。 

 淋代から南側では、直接重油を確認することはできませんでしたが、５ページ左上の写

真、細谷海岸及び六川目では、写真のように油成分が混合したものでないかと思われる泡

が波打ち際で確認されました。また、右上の織笠海岸１から織笠海岸６までの写真は、織

笠地区と塩釜地区の境界にある排水路の河口付近の写真でありますが、織笠海岸１から織

笠海岸３までの写真で白っぽく見えている部分が、水面に油膜が浮いて反射しているもの

であります。織笠４、５の写真は、重油が付着したウッドチップの漂着を確認した写真で

あります。織笠海岸６の写真は、帯状に漂着した重油を触ってみたときの状況の写真であ

ります。 

 漂着当初の１２日から１４日は、このように触ってわかるぐらいの５ミリ程度の厚さの

油の層が砂の表面に付着しているところが、織笠地区、そして塩釜地区で確認されました

が、１３日から開始された、資料６ページ上段の写真になりますが、海上災害防止セン

ターのビーチクリーナーによる海岸清掃と、そしてエアレーション作業、これは砂浜を耕

起して油を微生物分解させるのを促進させる作業でありますが、この作業の効果なのか、

１６日に巡回した際には、揮発成分が気化した残りの成分と思われる赤茶色の色が付着し

た砂だけになっておりました。そして、新たな重油の漂着は確認されておりません。 

 また、資料の５ページのほうに戻っていただきますが、右下の天ヶ森海岸１のように、

砂森以北ではウッドチップは漂着しておりましたが、油成分の漂着は確認されませんでし

た。しかし、現在もなお貨物船からは微量ながらも重油の流出が続いていることや、風向
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や海流などの傾向によっては、沖合に漂流中の重油が再び三沢の海岸に接近または漂着す

ることが考えられることから、水産振興課では現在、日々の海岸巡回を継続して実施して

いるところであります。 

 次に、資料の６ページの下段の写真を御覧ください。 

 これは、高瀬川及び高瀬川放水路では海の干満の差によって漂流している重油が河川を

遡上する事態が想定されることから、１４日に国土交通省高瀬川河川事務所によって張ら

れたオイルフェンスの写真になります。これによって、小川原湖内への油の浸入対策が施

されております。 

 次に、資料の７ページを御覧ください。海上を漂流している重油の対応について説明い

たします。 

 海上に浮遊している重油については、白山という大型しゅんせつ兼油回収船を使って除

去作業を実施しております。１３日に八戸港に到着した白山は、１４日から作業を開始

し、放水拡散、油回収などの作業を開始し、１４日から１６日までの３日間で約１万立方

メートルを回収したとのことであります。ただし、回収されたものは、油と海水の混合物

であるため、実際に回収された油の量はごく一部で、現時点では具体的な油の回収量は分

かっておりません。 

 資料の８ページを御覧ください。上段のほうは白山の作業エリアと、下段のほうは作業

状況の写真となります。 

 資料の９ページを御覧ください。１５日の白山の作業状況であります。 

 現在もこのような作業を継続するとともに、次の資料１０ページのように巡視船やタグ

ボートの走航や放水によって油の拡散を行って、微生物分解の促進を図っているとのこと

であります。 

 なお、オイルフェンスによる重油の拡散防止については、波の高さが１メートルを超え

る状況では油がフェンスを越えてしまい効果が認められないことや、ちぎれてしまうと２

次被害のおそれもあることから、事故発生時から１９日までの気象条件下ではオイルフェ

ンスの設置は適当でないと判断されたとのことであります。 

 波の状況を見た上で、可能と判断されれば、今後、オイルスキミングネットという油吸

着剤を組み込んだオイルフェンスを使って流出油の捕捉・回収を図るとのことでありま

す。 

 また、油処理剤の使用については、１２日に行われた海上保安部主催の連絡調整会議の

下で、関係者からの同意を得て、国際基準を遵守した上で散布の処理を実施するというこ

とであります。 

 船内に残っている油の抜き取りについては、油抜き取り作業船が福岡から一昨日到着し

たとのことでありますが、悪天候のため２２日時点では作業に着手できずにいるようであ

ります。今後、天候の回復を待って作業を行うとのことであります。 

 以上が、貨物船クリムゾン・ポラリス号の重油流出事故の概要と対応状況になります。 

 次に、漁業被害の状況についてであります。 

 事故発生の８月１１日から８月１６日までの間は、しけにより三沢市沿岸での水揚げは

ありませんでした。事故後の初水揚げは、１７日の定置網の水揚げになりますが、資料は
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１１ページ、そして、１ページ飛びますが１３ページになります。 

 ブリの若魚であるワラサやサバが水揚げされましたが、サバの場合は取引単価が通常の

半分ぐらいの値段となっておりましたが、関係者からの聞き取りによると、しけにより網

が上げられなかったことにより、魚体が傷物となった魚が多かったことが主な原因で安値

となったということで聞いております。現時点では、魚価への直接の影響については分

かっておりません。 

 また、同日、目視により確認した範囲では、定置網付近では油の浮遊や漁網への付着は

確認されなかったとのことでありました。 

 資料１２ページを御覧ください。 

 今後は、県漁連が主体となって漁業補償の交渉を進めるとのことでありますので、主力

のイカやホッキのほか、ヒラメ、メバル、サケなどの魚価への影響が出るか、また、油の

吸い込みなどによる魚介類への直接の影響や風評被害など、短長期的な被害についても視

野に入れ、県漁連とともに漁業への影響を注視していきたいと考えております。 

 以上であります。 

下山委員長：ありがとうございました。 

 それでは、続きまして三沢市漁業協同組合の山本参事より、現場における漁業関係者の

状況と今後の見通し等について説明を願います。 

山本参考人（三沢市漁業協同組合参事）：参事の山本です。 

 私のほうから、これまで漁協が海難事故に当たって対応してきたこと、そして懸念され

る内容、また魚価等の状況、今後の取組について御説明申し上げます。 

 まず最初に、８月１２日に油の流出が確認されてからの動きといたしましては、同日、

まず情報収集を行い、その日の午前中のうちに関係７漁協、三沢から階上までの漁協です

が、において会議を開きました。目的は、情報共有を図ることと、それから今後の対応を

連携して取り組んでいくことを確認するためのものであります。また、その日の午後に

は、三沢市漁協内でも情報共有を図り、翌日からの情報収集体制、連絡体制を確認すると

いう会議を開きました。 

 この会議の終了後間もなくでしたが、午後４時頃に組合員の１人から織笠の海岸に油が

漂着しているという情報が入り、写真とサンプルを持ってきてくださいということを伝え

たところ、間もなくそれを持ってきて、そうしたらそのペットボトルがコールタールのよ

うな真っ黒い状態ですので、すぐ海上保安部に連絡し、確認してもらうこと、そしてま

た、私たちもそれを確認するという態勢をとりました。 

 なお、翌日１３日からは、１６日までお盆の休業という形でありましたが、同時に海が

荒れていて船が出せない状況でありましたので、毎日、陸側からその状況を確認し、漁港

から砂森までの海岸沿いを毎日確認いたしました。その結果、１３日までの２日間、油の

臭いはしていましたが、１４日以降は油の臭いがしなくなったということでありました。 

 なお、これは海上保安部の油の漂流の状況を毎日もらってきたのですが、やはり１４日

以降は南側に漂着する。八戸の市川から三菱製紙の間に油が届く、これが１５日。１６日

は、おいらせ町の川の辺りに漂着するという形になっていて、要するにこちらのほうには

来ていないということが分かりました。 
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 そのような中、１６日には、１７日からの操業に備えて、操業すべきか自粛すべきか、

この方針を決定するための会議を開きました。その時点では、海に出ていませんので、も

し油が流出・漂流が見られないのであれば、通常操業すべきだということを方針として決

定し、皆さんのほうに伝えていただきました。 

 なお、１７日には、午前中から関係漁協の集まりを持って、その中で操業すべきかどう

かということも話し合いました。県漁連にも来ていただき、話し合いました。その結果、

やはり被害がはっきりしない場合は操業すべきだということで申合せをし、今日にまで

至っております。 

 なお、１７日に、先ほど出ましたように定置網を最初に引き上げたのですが、その際に

も定置網の網には油がかかっていない。また、魚も油の影響がないと。引き上げてから

も、仲買人にも腹を割いていただいて臭いを嗅いでいただいて、大丈夫だということで、

通常の取引をしていただきました。 

 なお、８月１９日には、イカの操業が始まり、そしてその際には、その日の朝でした

が、確認したら大手スーパーから、三沢から八戸沿岸の魚介類については安全性が確認さ

れるまで仕入れないようにと仲買人に連絡が入ったということで、我々としてもそれを聞

いておりました。そして、やはり夕方までいろいろな仲買人に声をかけたところ、その他

の仲買人については通常どおり来るということでありましたので、ほっとしたところでは

あったのですが、同時にやはりちょっと懸念される、心配だという声もありましたので、

これまでの油の流出状況、漂流状況等をしっかり捉え、そしてそれを説明、入札をする前

に仲買人の方々を集めて、安全だというふうに我々は判断しているということで説明を

し、買っていただきました。 

 その結果、１７日から土曜日、今のところは日曜日は休みですので、土曜日の２１日ま

ででしたが、その価格についてはほぼ例年どおりというよりも、地域団体商標登録を今年

６月３日に取りましたので、１割以上は高い形で取引されているというふうに認識してお

ります。 

 そのような中で心配されるのは、まずは４点ございます。 

 やはり地域団体商標登録によりブランド化を図ってきている三沢の昼いかのブランド強

化への影響や風評被害、実際にスーパーが取引停止したというところもありますので、こ

れが広がらないようにしていく。広がらないかどうかということが心配であります。 

 ２番目としては、座礁による油流出当初、先に三沢の海岸に油やチップが漂着したこと

から、その海岸沿いに生息するホッキ貝やヒラメの稚魚、カニ、特にヒラメの稚魚やカニ

などは、産卵し、そしてその稚魚が育つのが海岸沿いであります。ですから、それらに影

響がないかということが心配です。しかも、直接それに影響があるないばかりではなく

て、環境変化が長期的に関係してくる可能性があるということで、それが２番目の心配と

してあるのかなと。当然のことながら、これによって風評被害も発生する可能性があると

いうことでございます。 

 ３番目としては、油の漂流により刺し網漁や定置網漁に今後も影響することがあるので

はないかということでございます。 

 ４番目としては、海洋環境がどれぐらい変化し、今後、どれぐらい魚介類に影響を与え
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ることとなるのか、これがはっきり今のところはしません。ですから、今後、それをどの

ようにしてつかんでいくのかというところを、相手の会社のほうとも含めて対応を考えて

いかなければならないというところでございます。 

 そのような中、今後の取組としては、特に最優先することとして、風評被害に対応す

る。水揚げされる魚介類に油が検出されるかどうかという検査をしっかりやって、安全性

の確保と安全性のアピールを行っていく必要があるというふうに考えております。 

 しかしながら、発生してから、最初の１７日に水揚げをしたのですが、その日にサンプ

ルを取りました。それ以降、このサンプルを検査する業者や機関を探しているのですが、

まだそれが見つかっておりません。県や県漁連、保健所、座礁貨物船の関係会社などから

も探してもらっているのですが、まだしっかりした対応できるところが見つかっていない

というのが問題であります。これは、三沢市の漁協ばかりではなくて、周辺の漁協からも

そういう声が上がっております。最終的には、これを機会にそういう体制を構築していた

だくということが、県なり県漁連なりに求めていく部分になるのかなというふうには考え

ております。 

 その後に実施していくことといたしましては、海岸沿いなど魚介類が生息する環境の調

査を業者に責任を持って実施していただくこと。 

 ３番目としては、海洋環境の改善を図るための取組を検討していただくこと。 

 ４番目としては、今回の油流出により漁業被害がある場合、漁業者に対し適正な漁業補

償を確保すること。これを相手の船会社のほうに求めていく必要があるだろうと。 

 漁業補償については、県漁連が窓口を一本化し、三沢から階上までの沿岸の漁協のこと

に対応していくということを申し合わせておりますので、その中でいろいろな補償という

ものも検討していかなければならない。 

 しかし、まずは先ほど言った水揚げをしっかり上げ、そしてそれを売っていく体制を早

く構築していきたい。ですから、その検査体制、これがまず第１番目に必要なのではない

のかなというふうに考えているところであります。 

 今のところの状況としては、以上です。 

下山委員長：それでは、ただいまの説明に対し、質疑応答を行います。委員の皆さんから

の御意見・御質問等はございませんでしょうか。 

馬場委員：総トン数３万９,９１１トンと書いて、積荷が４万４,０００トンと書いていれ

ば、違反というのか。それとも…どういう、関係ないのか。 

吉村経済部長：総トン数というのは、船の容積を表しているそうで、実際の積荷の重さと

いうことではないそうです。 

馬場委員：いいわけだな。俺はまた、多く積んでいるから、積荷違反しているんだと思っ

て…。ああ、そうか。 

下山委員長：馬場委員、よろしいですか。 

馬場委員：はい、これはな。 

下山委員長：あとほかにありますか。 

馬場委員：本当に、漁協では本当に詳細なあれを、分かりました。 

 最後に言ったあれはどこで要求とかそういうのをするんですか。市役所でやっていくの
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か、漁協で何というか、まとめて何かあったら要求するとか文句つけるとかという、何か

いろんなのは誰がどういう形でシステムとか、そういうのはこう、ちょっといっぱいいれ

ば困ると思って、誰が……。ほかの人がやったほうがいいけどね。 

山本参考人（三沢市漁業協同組合参事）：まず、海岸の調査とかそういう部分について

は、沿岸の７漁協で話し合いながら、最終的には船会社のほうにまずはその実施を求める

という形を考えてございます。それでできないという場合には、我々のほうで自分たちで

実施し、そしてその分の経費を相手の船会社のほうに求めていくという形で……。 

馬場委員：いや、漁協でやるのか、市役所がやるのか、どっちでやるのか。それはどっち

で考えていますか。まとめてひとつが…。 

山本参考人（三沢市漁業協同組合参事）：今の部分については、三沢市ばかりではなくて

沿岸一帯の共通課題でございますので、一帯として各漁協が一緒になって連携して求めて

いくような形になります。（発言する者あり） 

米田副市長：漁業補償については、今、漁協の参事がおっしゃったように、県漁連が窓口

で連携してやっていくと。それ以外の、例えば環境に影響を及ぼすことがあって市が動い

た部分とか、あと、よその業者に頼んで何かしてもらったとか、そういうことについては

市のほうで直接と考えています。漁業補償とは別個でやることになります。 

下山委員長：馬場委員、よろしいですか。 

馬場委員：いっぱいあるけど、ひとつ最後に言ったとおり、一番感じたのは、検査でし

た。油ついている、素人が来て仲買人が来た、漁師が来て臭いを嗅ぐとか、みんなでやっ

て、これは油ない、油だとか、いろんなことをずっと目視でやっているのだけど、どこが

本当のことで、そのうちまた仲買人であれしたら、スーパーとかそういうのよこすなっ

て、どうして検査でオーケーとなるには、検査の体制もない、誰だかどこだかも分からな

いという、その体制が全然今見たらなくて、すぐ早く水揚げしているのだもの、投げてく

ればと言ったっきゃ、これもまた投げてくるのも、いろんな作戦で投げる人もあるし、裏

でやる人もあるし、正直な人、まずはっきり言えばよ、そういうのもあると思うのだよ。 

 だから、その辺もあれば、やっぱり一番大事なのは、こんないい…、蓄膿症もあるべ

し、誰がやったか分からないけど、いろんなのなるから、それが一番、なかなかイカやる

のに油膜が浮いていれば…。下のほうは全然ないわけだ。釣れば、油膜をとれば、軽く油

が付着して、釣り上げしてくるわけだ。これでも油ついているのか、洗えばいいのか、そ

れをどうするとか、いろんなのが、どうしたらいいのだか分からないし、お互いにこうな

かなか、それでも漁協のほうでどんどんやれやれと言ったから、みんなこうやっているん

だけど、その辺が全然体制が、始めてすぐできると思っていても、何か八戸でできたらと

か、どこがって全然、どこにあるのか誰も知らないでしょう。その辺を役所でも、何か全

然体制もなくて、これからすぐできるみたいだ含めて、威厳のあるところをやっておけ

ば、大体みんな安心してやれる思うものだから、たったそれだけを求めますよ。ちょっと

その辺考えてやりましょうということで、そういう意見だから。 

米田副市長：検査機関については、今、私どもも漁協のほうでそれなりのルートがあって

交渉しているように感じていたのですけれども、参事からは、どこも検査するところが見

つからないという状況でした。 
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 この事案が起こった日の翌日の朝、うちの市長と組合長と会って、互いに情報交換する

と。市のほうは、海保、県、そういう機関から来た情報を全部漁協に流すと。そして漁協

のほうでは、現地に行って刻々と動いている事象を市のほうに伝えております。そういう

取決めをしました。さらに、何か必要があってマンパワーが必要なときは、相互に人を出

してやると。そこまででしたが、ちょっと検査機関についての相談がなかったものでびっ

くりしております。 

 市のほうでも検査機関については、例えば全国漁港漁場協会であるとか、横浜にある海

洋研究所とか、そういうところとのちょっとしたやり取りをしたことがありますので、今

後、経済部のほうが中心になりまして、なるべく早く調査していただいて、公表するのに

権威のあるというか、科学的な根拠を持って発表できるようなところを探したいと思いま

す。それを漁協のほうにお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

下山委員長：ほかにございませんか。 

澤口委員：まず最初に、今回の座礁事故で、応急ということもありまして市の職員、あと

は漁協の職員、さらには関係機関の方が大変御苦労されたと思います。本当に御苦労さま

でございました。 

 何点かお伺いしたいのですけれども、浜のことについては一番精通されている馬場委員

から懸念が示されたのですが、私もそのことをお伺いしようと思っていたのですけれど

も、横浜のほうに検査機関があるやの副市長の話ですけれども、県内でも魚ということに

限定せず幾つかあると思うのですね。そこら辺、広く調査してみてください。やはり馬場

委員がおっしゃるように、これは風評被害が出たら大変なことになりますから。参事が御

説明されたように、市場でイカも高く売れているというお話だったのですが、これがずっ

と保証されるということはありません。ですから、検査体制をしっかりやる。 

 ちょっと話は別になると思うのですけれども、福島原発の関係でいまだにいろんな調査

をしているわけですけれども、ああいうのが必ずあるはずですから、もう少し詳しく調査

して、早急に検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 パナマ船籍というふうに、この資料には、新聞等にも書いてあるのですが、荷主という

か、日本の法人なのでしょうか。もし、その辺のところがお分かりになっていたら、教え

ていただきたいと思います。 

米田副市長：最初に、検査機関のほうをお答えいたします。 

 検査機関については、私たちがイメージするのは、取りあえず県と相談して、県経由で

やってみたいと。それと同時に、大学の研究機関がありますので、工業系のところもあり

ますし、弘前大学とは連携協定を結んでいますので、そういうところも当たってみたい。 

 先ほどの横浜というのは、日本の最高にレベルの高いところで、そういうところにも最

終的には行ってみたいと考えております。まずは県なり県漁連なりと相談して、幅広くな

るべく早く検査するところを探し出したいと考えております。 

 荷主については、部長のほうから。 

吉村経済部長：まず、荷主についてですけれども、日本郵船が荷主だというふうに伺って

います。それから、保険会社については、東京海上というふうに伺っております。 

澤口委員：ありがとうございました。 
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 今お答えできる範囲で結構でございますけれども、いろいろお話し、説明されておりま

した。まず、その過程の中で油の抜き取り作業、これは非常にしけ等のことで関係するの

で、なかなか見通しが立てにくいところは重々承知しておりますが、やっぱりこのことを

最優先にして、まず油を抜き取るということが重要だと私は思っております。ですから、

この油の抜き取り作業はどういう今後のスケジュールになっているのか。また、併せて座

礁船そのものの撤去、どういうふうになるのか。分かっておりましたら、お知らせしてい

ただきたいと思います。 

吉村経済部長：先週末、金曜日の日に海上保安部のほうから御説明いただきまして、現在

のところ、油抜き取り作業を９月の半ばぐらいを目途にやっているということなのであり

ますが、気象条件とかそういった外的要因によって、多少その日数については延びること

も考えられるということで伺っております。 

 以上です。 

澤口委員：要するに、座礁船撤去も含めてかなり長期戦になるわけですね。ということ

は、裏返しに言うと、この地域の漁業被害というのは、これからも今の段階では予測でき

ないいろんなことが出てくる可能性が、いろんな例を見ておりますとあるのですね。です

から、どうか大変でしょうけれども、その対策に当たりましては、しっかりと対応してい

ただきたいと思います。 

 それから、先ほど漁協の参事からちょっと説明があったのですが、これから秋口、１２

月からこの地域ではホッキ漁が始まるわけなのですが、説明の中ではＣ重油、Ａ重油、あ

とは潤滑油ということなのですが、今から２０年前でしたか、百石沖に３,９００トンの

船が事故で重油を流出したことがあるのですけれども、そのときは油の種類はよく分かり

ませんけれども、どろどろに海岸に打ち上げられました。私もそこに行って撤去作業を

やった経験があるのですけれども、今回の場合はあまりそういうふうな凝固して海岸に漂

着するということはないようですけれども、それにしても私は海底には必ずあると思うの

ですよね。今から魚も含めた、特にホッキ貝について、船会社で責任を持ってやるという

ふうな漁協の参事の説明だったのですが、やはりこれは市としても漁協としても、県と連

携を取りながら独自に調査するということが必要かと思うのですが、その辺のお考えはど

うでしょうか。 

米田副市長：市の独自の調査については、ちょっと専門家の方と相談して、どういうふう

にやれるかを確定して、やれるものではやってみたいというか、今言ったように底に沈ん

でいる可能性とおっしゃいましたけれども、その可能性があるのではぜひとも調査したい

と思います。 

 あと、先ほど９月３０日の件ですけれども、もう既に着手していますけれども、終了予

定が９月３０日の、波が安定して順調にいけば９月３０日頃、抜き取り作業が終了予定と

いうことであります。 

 今はパイプのところを締めたとか説明がございましたので、それをちょっと部長のほう

から、工程についてもう一度お願いします。 

吉村経済部長：すみません。ちょっと誤解を招くようなことをお話ししまして申し訳ござ

いません。 
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 まず、現在の作業状況を追加してお話ししますと、船首部分のほう、今はまだ浮いてい

る部分なのですけれども、そちらからの油の流出を食い止めるために、船体から出ている

パイプが４本あるそうなのですが、そちらの塞ぎ作業を行っているそうです。コンクリー

トを詰めて、油が流出しないように押さえるというような作業を行っております。 

 抜き取り作業についてなのですけれども、これにつきましては到着した船で近々、本来

であれば今日、明日にでも取りかかる予定だったのですけれども、昨日の荒天のために

ちょっと作業が遅れているようで、天候を見計らって作業に着手し、９月半ばぐらいをめ

どにはしているということなのですが、状況から言うと、まず９月の末を過ぎるのではな

いかというぐらいの話で伺っておりました。 

 以上であります。 

澤口委員：ありがとうございます。 

 小さいことになるかもしれませんけれども、このウッドチップというのは外国から持っ

てきたものでしょうか。 

 なぜ、このことをお伺いするかというと、いわゆる外来生物、５ページの資料にありま

すけれども、あれだけのウッドチップが漂着するということは、ちょっと心配だなという

ところもあるのですけれども、その辺は把握していますでしょうか。 

吉村経済部長：まず、産地といいますか、どこからかというお話ですけれども、タイとい

うふうに聞いております。 

 外来生物への対応というのは、申し訳ありません、今のところ、それについての対応と

いうのは考えておりませんでした。今後、ちょっと注視していきたいというふうに考えて

おります。 

澤口委員：いずれにしても、いろんなことに注意しながら、そのことも県のほうでは外来

生物が付着しているかいないかというのは簡単に分かるはずですから、依頼していただけ

ればなと思います。 

 これからも長期戦になって大変でしょうけれども、どうか漁民の経営を守るために、ま

た、地域の海域環境を守るために頑張っていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

馬場委員：今、澤口委員からいろんなのが危惧されまして、それはやってもらうと。 

 さらに、一番我々、この間、２５０万円でホタテの稚貝が織笠のあそこにやったでしょ

う。２５０万円、財政で出したのが５００万円でないで２５０万円は出してやったでしょ

う。あそこは織笠もだいたい多いでしょう。すぐ行ってみてきてください、あそこどうな

んだか。やっぱり東奥日報の岡田さんはすごいのですよ。 

 あの１７日の天気が悪いとき、ばあっと朝３時、現場見に行くってな。ブンブンブン

行って、酒飲まないのに酔っ払って、具合が悪くても、みんなに笑われて、すごいこと

やってても、現場行って確かめたいとか、そういうのに対する意気を感じて、漁協だの役

所だのひとつも外にばりいて、こっちを見もしないで、いろんな話ばっかりしている感じ

がするから。 

 特に役所は、漁港には行っているかもしれないけれども、みんなで、たまに誰か現場に

来て、ばっと現場を見ながらやったほうが現実味があると思っていました。 
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 とにかく、一番今やったホタテ、２５０万円のやつをおらんどが了解してやっていたか

ら、もうないかもわかんないですけれども、影響がどうなのか、大至急お願いしておきま

すから。よろしく調べてください。 

吉村経済部長：まず、ホタテの影響については、ホッキのほうと併せまして、今後、そう

いった調査を進めてまいりたいと思います。 

 それから、御指摘いただきました海上での影響についても、市のほうの対応についてで

すけれども、申し訳ありません。これまで海上保安部のほうに任せていたところがあった

のですが、以後、機会を見まして市のほうでも海上からの監視、そういったものについて

は対応していきたいというふうに考えます。 

 よろしくお願いします。 

山本参考人（三沢市漁業協同組合参事）：先ほどのホタテの調査の関係ですが、調査する

ためには採捕許可とか、そういう県からの許可が必要になっております。それで、今のと

ころ、８月２９日に２回目なのですが、調査することになっております。そこで採捕し

て、影響がどういうふうになっているのかというのが分かるものと思っております。 

 以上です。 

下山委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：ないようですので。 

 今、委員の皆様から様々な質問や意見が出されました。今後においては、それらを参考

にしながら当市の自然環境や水産資源への影響、また、漁業関係者への影響が最小限にな

るようなスピード感を持った対応を関係部署にはお願いいたします。 

 この件につきましては、まだ被害の全容について把握し切れておらず、また、今後にお

いては補償等の問題もあり、長期間にわたって解決していかなければならない問題なども

あります。そのようなことから、当委員会としては、この問題について引き続き注視して

いくこととし、今後においても市当局からの報告を求めながら事態の終息に向けて協力し

てまいりたいと思います。 

 それでは、以上で本日の案件は終了となります。（発言する者あり） 

澤口委員：これだけの大事故に当たりまして、先ほど馬場委員がちょっとお話しされて

おったのですけれども、やっぱり当委員会としても新聞記事をうのみにすることなく、我

々委員会も現場を見る、その上で今後のいろいろな対策、議論を重ねていくというのが、

非常に私は重要だと思います。 

 かつての例を申し上げますけれども、これも馬場委員がよく御存じだと思うのですが、

クラゲが来ましたね、あのときも委員会がある現場をよく見て議論してございますから、

今回の事例は非常事態だと私は認識しております。ですから、その辺のところもちょっと

議論していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

下山委員長：今、澤口委員のほうから提案がございました。それにつきまして委員の方も

そういうふうなお考えであれば、これから当委員会としては実地検査をしながらやってい

くというふうな方向で進んでまいりたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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下山委員長：よろしいですか。これに関して意見がございましたら。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：皆さん異議がないというふうに思いますので、これからの予定を立てながら

実地検査をしながら対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で本日の案件は終了となります。 

 なお、この会議の内容については、次回の定例会で委員長報告をすることになります。

この内容については、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：それでは、そのようにさせていただきます。 

 以上をもちまして、産業建設常任委員会を閉会いたします。 

 大変ありがとうございました。 

午前１１時５４分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   下 山 光 義   


